
朝霞市では、うるおいある緑のまちづくりのため、朝霞市緑化推進条例に基づき、民有地の生け垣や

緑化フェンスの設置費用の一部を補助しています。 お気軽にご相談ください。

■補助の対象者

・本市の住民基本台帳に記載された方で、市税を完納している方

・本市に所有又は借地する敷地において、新しく生け垣や緑化フェンスを設置する方

又は既存のフェンスに多年生のつる性植物（１・２年草を除く。）を植栽する方

（過去にこの補助金を受けた敷地は対象外。）

■補助の対象となる工事等

・新しく生け垣や緑化フェンスを設置する植栽工事

・新しく生け垣や緑化フェンスを設置するため、高さ５０㎝以上のブロック塀等を取り壊す工事

・既存のフェンスに多年生のつる性植物を取りつけるもの

■補助の対象となる生け垣・緑化フェンスの主な内容

・公共的な道路に面して設置する長さ２ｍ以上であること。

・生け垣の樹木の高さはおおむね１ｍ以上で、１ｍ当たりの植栽本数は３本以上であること。

・緑化フェンスは、多年生のつる性植物が取りつくのに適した金網等のフェンスに、１ｍ当たり

３株以上列植し、外部から見える緑化部分の高さが３０㎝以上あること。

・既存のフェンスに多年生のつる性植物を植栽する場合は、１ｍ当たり３株以上列植すること。

・多年生のつる性植物の植栽基盤としてプランターやコンテナを用いる場合、プランターやコン

テナの大きさは一つ当たり容量５０リットル以上のもので、土地やフェンスに固定すること。

※既存の生け垣を撤去してつくるものは対象になりません。

■補助金の限度額

①生け垣又は緑化フェンスの新規設置費用に対し、

道路に面した長さ１ｍ当たり１万円までとし、１０万円を限度額とします。

②生け垣や緑化フェンスの設置に伴う、既設のコンクリートブロック塀等の撤去費用に対し、

１ｍ当たり１万円までとし、１０万円を限度とします。

※補助金の限度額は、①と②を合わせて、最高２０万円となります。

③既存フェンスの多年生つる性植物の植栽費用に対し、

道路に面した長さ１ｍ当たり２千円までとし、２万円を限度額とします。

「緑化フェンスの設置」と

「つる性植物の植栽」が

新たに追加されました！

Ｎew！

Ｎew！

お問合せ 朝霞市役所 都市建設部 みどり公園課 〒３５１－８５０１ 朝霞市本町１丁目１番１号

電話０４８－４６３－０３７４（直通） E-mail:midori_koen@city.asaka.lg.jp



生け垣に利用される主な樹種の例

フェンス緑化に利用される主な多年生のつる性植物の例

■手続の流れ（工事を着工する１０日前までに申請してください。）

花を楽しむ生け垣 ウツギ、ムクゲ、トキワマンサク、サザンカなど

刈り込みのきく生け垣 ウバメガシ、カナメモチ、イヌツゲ、モチノキ、ニシキギなど

常緑つる植物 テイカカズラ、スイカズラ、ハゴロモジャスミン、サネカズラなど

落葉つる植物 ナツユキカズラ、ノウゼンカズラ、クレマチス、ツルウメモドキなど

申 請 者 朝 霞 市

申請書の提出

①生け垣等設置奨励補助金交付申請書（様式第１号）

②付近見取り図（敷地の案内図）

③平面図等（生け垣等の規模や設置場所が分かるもの）

④現況写真（生け垣等を植える予定場所の現況写真、

撤去予定のブロック塀等などの写真）

⑤見積書（植木代、フェンス代、材料代、手間代、

ブロック塀等の撤去費などの内訳が分かるもの）

申請書類の審査及び現地調査

交 付 決 定工 事 着 工

工 事 完 成 申請書類の審査及び現地調査

生け垣等設置奨励補助金交付決定通知の送付

生け垣等づくり完了報告書兼請求書の提出

交 付 額 の 確 定補助金受領

生 け 垣 等 設 置 奨 励 補 助 金 交 付 申 請 に 係 る 事 前 相 談

※決定通知を受けた日から３か月以内

に、生け垣等を設置してください

※工事が完成してから２０日以内に提出

してください

補助金のお支払い

※報告書兼請求書が提出されてから、

おおむね２週間後に振り込みます

むさしのフロントあさか


